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※４月２７日から５月６日まで１０連休の会社が多いようです。 

資金繰り、労務、製造、受注、営業、会社の建物や設備、電気回りなど、 

事前のリスク管理を今一度、会社全体で見直ししよう。 

平成３１年 4月 

 

みらい経営グループ 

あなたの繁栄が私たちの喜びです！ 

 

 

525 号 

今月の視点   

【令和元年】 

税制改正２０１９ 

～次世代への経営引き継ぎ、自然災害対策、投資活性化を後押し～ 

政府は２０１９年度の税制改正関連法案を国会に提出し、３月２９日成立・公布さ

れ、原則４月１日に施行されました。中小企業・小規模事業者向けの主な改正の内容

について、その詳細を紹介します。 

本年度は、消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、住宅に対す

る税制上の支援策を講じておりま

す。さらに、デフレ脱却と経済再

生を確実なものとするため、あわ

せてイノベーション促進のための

研究開発税制の見直し、中堅・中

小・小規模事業者の支援などを制

定しております。 

 

 

中小企業・小規模事業者向け税制改正２０１９のポイント 

○事業承継の促進 

１０年間限定で、「個人版事業承継税制」事業用資産に係る相続税の納税猶予制度を創設。 

○災害への事前対策の強化 

防災・減災の設備投資に対する特別償却（２０％） 

○設備投資の活性化 

中小企業経営強化税制の延長・強化、中小企業投資促進税制の延長など。 

○法人税負担の軽減 

中小企業者等の法人税率の特例の延長 
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多様な事業用資産の相続税・贈与税を納税猶予する 

個人版事業承継税制 

 

【個人版事業承継税制の創設】 

□狙いと内容 

個人事業者の円滑な世代交代を促すため、事業用資産の承継にかかる相続税・贈与税を１００％納

税猶予 

 

□対象：青色申告の承認を受けた個人事業者 

 

□対象となる事業資産 

○土地・建物（土地は４００㎡、建物は８００㎡まで） 

○機械・器具用品（工作機械、パワーショベル、診療機器など） 

○車両・運搬具 

○生物（乳牛、果樹など） 

○無形減価償却資産（特許権など）ほか 

 

□適用期限 

２０１９年１月１日～２０２８年１２月３１日の間に行われる相続・贈与が対象 

 

□その他・補足 

○制度を活用するには、①経営承継円滑化法に基づく認定が必要、②２０１９年度から５年以内に、

あらかじめ承継計画を提出することが必要 

○相続税の納税猶予は、現行措置（特定事業用宅地等の小規模宅地等の特例）との選択適用 

 

【個人版と中小企業向けの事業承継税制の比較】 

□税制措置 

＜個人版・中小企業向け＞相続税・贈与税の納税猶予（１００％） 

 

□期間 

＜個人版＞１０年間（２０１９～２０２８年） 

＜中小企業向け＞１０年間（２０１８～２０２７年） 

 

□対象資産 

＜個人版＞多様な事業資産 ／ ＜中小企業向け＞非上場株式 

 

□要件 

＜個人版・中小企業向け＞経営承継円滑化法に基づく認定など 
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頻発する自然災害への備え 

事前対策の設備投資に対し２０％の特別償却を実施 

 

【[防災・減災設備投資促進税制の創設】 

□狙い 

自然災害が頻発する中、中小企業・小規模事業者の災害への事前対策を強化するための設備投資を

後押しする。 

 

□適用対象（要件） 

青色申告書を提出する中小企業・小規模事業者。 

中小企業等経営強化法（改正法）の「事業継続力強化計画」（仮称）などの認定を受けることが必

要。 

 

□対象設備 

○機械装置（１００万円以上）＝自家発電機、排水ポンプなど 

○器具備品（３０万円以上）＝制震・免震ラック、衛星電話など 

○建物附属設備（６０万円以上）＝止水版、防火シャッター、排煙設備など 

 

□税制措置 

対象設備への投資に対する特別償却（２０％） 

 

□適用期限 

中小企業経営強化法改正法の施行日から２０２１年３月３１日までの間に取得し、事業の用に供し

た設備。 

 

【税制措置のスキーム】 
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「攻めの投資」を後押しする支援税制を２年間延長 

法人税率の特例も２年間延長 

 

【中小企業・小規模事業者の設備投資を支援する税制措置の延長】 

（適用期限：２０２１年３月３１日まで） 

 

 

【中小企業者等の法人税率の特例の延長】 

（本則＝期限の定めなし、租税特別措置法＝２０２１年３月３１日まで 

□対象 

大法人（資本金１億円超の法人） 

中小法人（資本金１億円以下の法人） 

 

□本則税率 

大法人＝所得区分なし：２３.２％ 

中小法人（８００万円超の所得金額）：２３.２％ 

中小法人（８００万円以下の所得金額）：１９％ 

 

□租税特別措置法 

中小法人（８００万円以下の所得金額）：１５％ 

 

【納税環境整備】 

□マイナンバーの銀行口座への付番推進 

□国税関係書類の電磁的記録による保存制度及びスキャナ保存制度の見直し、税務署長の承認。 

 

※中小企業庁（２０１９年度中小企業・小規模事業者関係税制改正について）を参照 

 

石川 光男 
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【みらい経営：創業４４周年感謝の集い 特別講演会】 
『 徳の高い会社でより良い組織づくり！！（仮題）』 ～徳は本なり 財は末なり～ 

講師：天明 茂 氏  (公認会計士、人間力大学校 理事長) 
会場：名古屋国際会議場(日比野) 

平成３１年７月１６日(火)１５時３０分～１７時３０分(予定) 
講演会終了後、異業種交流兼懇親会を行なう予定です。 

今後のセミナー ※各セミナー、前日までにＦＡＸにてお申込みをお願いします。 

１.  ４月２２日（月）相続セミナー 

   『 相続手続で必須な実務上の知識 
      ～生前の準備と相続発生時、協議でのトラブル事例など～ 』 
    講 師 司法書士・行政書士／鈴木 直幸 氏 
   時 間 １７：３０～１９：００    会 費 １，０００円 

    場 所 みらい経営３Ｆセミナールーム ※終了後、有志による交流会有り 
 

 

 

 

 

 

 

熱田・港倫理法人会のセミナーお問い合わせはみらい経営まで TEL 651-6000 

１. ４月１８日（木） 経営者モーニングセミナー 
テーマ 「 良い結果は準備次第 」 
講 師 小野寺 明美 氏 
時 間 ＡＭ ６：３０ ～ ＡＭ ７：３０     会 費 無料  

  場 所 金山ゼミナールプラザ 
 
２ ４月２５日（木） 経営者モーニングセミナー 

テーマ 「 憂えなければ崩れない 」 
講 師 伊坪 浩幸 氏 
時 間 ＡＭ ６：３０ ～ ＡＭ ７：３０     会 費 無料  

  場 所 金山ゼミナールプラザ 
※倫理法人会セミナー、事前申込みは必要ありません。 

受付で『石川光男の紹介です』とお伝えください。 

※会場･･･金山ゼミナールプラザ 〒460-0024 名古屋市中区正木 3-7-15 

     TEL 052-331-6411 

４月の税務と労務 

 

• ２月の決算法人の確定申告、消費税など納税   期限(４月３０日) 

• ８月の決算法人の中間申告、納税        期限(４月３０日) 

• ８月の決算法人の消費税の中間申告      期限(４月３０日) 

• ３月分源泉所得税納付            期限(４月１０日) 

  

 

税理士法人みらい経営 名古屋オフィス（発行元） 

    税 理 士 ・ 中 小 企 業 診 断 士 社 会 保 険 労 務 士 ･行 政 書 士 石  川  光  男 

〒 4 5 6 - 0 0 5 1  名 古 屋 市 熱 田 区 四 番 二 丁 目 １ ４ 番 ３ ４ 号 

ＴＥＬ０５２（６５１）６０００ ＦＡＸ０５２（６５２）００６６ 

ishikawa@ishikawakk.or.jp 

 

半田オフィス 

税 理 士  榊原 睦 

〒４７５‐０９２８ 半田市桐ヶ丘一丁目８９番 
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